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国土交通省における国土強靱化の効果事例について
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● 道路ネットワークの機能強化対策（宮崎県宮崎市）
５か年加速化対策等による道路ネットワークの整備
により、令和５年７月の梅雨前線豪雨において、迂
回路としての代替機能を発揮し、交通機能を確保。

主な事業 対策内容 事業費 対策期間

道路事業
道路整備

（清武JCT～北郷)
約1,622億円 H10～R5

【被害状況】

【主な実施事業】

対策後

広域図

高速道路
国道
主要地方道
一般県道

凡 例

２車線
４車線

今回開通区間
開通済区間
事業中区間

(終)日南市伊比井
にちなん い び い

(起)宮崎市内海
みやざき うちうみ

清武南IC
きよたけみなみ

日南北郷IC
にちなんきたごう

R5.3.25開通
（延長17.8km）

雨量規制による
通行止め

R5.7.3 16:20～R5.7.4 5:25

規制雨量

170mm

規制雨量

250mm※

宮崎市～日南市間の主な経路

東九州自動車道経由

国道２２０号
(東九州道開通前の主要ルート)

みやざき にちなん

清武JCT
～北郷

(延長19.0km)

※清武南IC～日南東郷IC間の規制基準
連続雨量250mmもしくは、
連続雨量150mmかつ時間雨量50mm

1
至 鹿児島

至 大分

▲写真① 国道220号における規制(伊比井地区)
（令和5年7月3日～4日）

写真①

▲写真② 東九州道 清武南IC～日南北郷IC間
（令和５年３月２５日：開通時の状況）

至 大分

至 鹿児島

写真②

写真①

写真②

主な事業 対策内容 事業費 対策期間

河川整備事業 河道掘削、遊水地等 約485億円 H30～R5

【被害状況】

【主な実施事業】

● 大和川水系大和川の河川改修（奈良県三郷町等）
５か年加速化対策等による河道掘削や雨水貯留施
設の整備などにより、令和５年６月出水において
平成29年出水と比較し、浸水戸数を約83％減少。

対策前 対策後

258
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H29.10出水 R5.6出水

（戸）

浸水戸数

②

大和川水系大和川（奈良県生駒郡三郷町）
やまとがわ いこまぐんさんごうちょう

※

※直轄および奈良県内の河川事業（奈良県聞き取り）



日本沿岸
平均

約30%
約22%

約10%
約5%

約21%

約55%

約36%

約23%
約16%

約43%

約75%

約53%

約38% 約35%

約66%

2020年3月 2030年3月 2040年3月

道路橋
（橋長2m以上）
［約73万橋］

トンネル
［約1万1千本］

河川管理施設
［約4万６千施設］

下水道管渠
［約48万km］

港湾施設
（水域施設、外郭施設、

係留施設、臨港交通施設等）
［約6万1千施設］

気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化等について

気候変動に伴う降雨量の増加等による自然災害の激甚化・頻発化、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型

地震、首都直下地震等の大規模地震の切迫や、高度成長期以降に集中的に整備されたインフラの一斉の老朽化等が

懸念されており、今後、防災・減災、国土強靱化の取組について、更に強化していく必要がある。
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気象変動
シナリオ

降雨量 流量
洪水

発生頻度
海面水位の
上昇

2℃上昇
相当

約1.1倍 約1.2倍 約2倍 0.39m

＜激甚化・頻発化する自然災害＞ ＜切迫する巨大地震＞

＜深刻化するインフラの老朽化＞
• 建設後50年以上経過する社会資本の施設の割合が加速度的に増加

海溝型地震

直下型地震

中部圏・近畿圏
直下地震

南海トラフで発生するＭ８から
Ｍ９クラスの地震の30年以内の
発生確率：70％～80％

南海トラフ地震

千島海溝で発生する
M8.8以上の地震の
30年以内の発生確率：
７％～40％

日本海溝・千島海溝
周辺海溝型地震

首都直下地震

南関東地域におけるM７クラスの
地震の30年以内の発生確率：70％程度

• 気候変動に伴う降雨量の増加、平均海面水位上昇、極端な降雪の増大等が予測

大規模地震による被害（推計）

東日本大震災
（2011年）

南海トラフ
地震

首都直下
地震

日本海溝･
千島海溝地震

（実被害） （推計） （推計） （推計）

人的被害
（死者）

約2.2 万人
最大

約32.3 万人
最大

約2.3 万人
最大

約19.9 万人

建物被害
（全壊）

約12.2 万棟
最大

約238.6 万棟
最大

約61 万棟
最大

約22 万棟

資産等の
被害

約16.9 兆円 約169.5 兆円 約47.4 兆円 約25.3 兆円

経済活動への影響 約44.7 兆円 約47.9 兆円 約6.0 兆円

【建設後50年以上経過する社会資本の割合】 【老朽化したインフラ例】

〔内部の鉄筋が露出した橋梁〕

〔劣化した河川ゲート〕

出典：内閣府（防災）資料、消防庁「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（東日本
大震災）について（第163報）」より国土交通省作成
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[１時間降水量50mm以上の年間発生回数]
（アメダス1,300地点あたり）

[21世紀末における日本沿岸の
海面水位の20世紀末からの上昇量（m）] [10 年に一度の大雪（日降雪量）の将来変化]
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本州の山岳部や北海道の内陸部
では10年に一度の大雪のような
災害を起こしかねない
極端な降雪が増大すると予測

出典：気象庁HP、文部科学省・気象庁「日本の気候変動2020」より国土交通省作成

• 南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、
首都直下地震等の巨大地震の切迫



建設業の担い手確保に向けた新たな賃上げ施策
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○公共工事設計労務単価（公共発注者の積算用単価）を１１年
連続で引上げ。

○これまで、公共工事設計労務単価の引上げをはじめ、
様々な取組によって、建設分野の賃金は着実に上昇してきたところ。

〇賃上げは政府の最重要課題。今後も、未来を支える担い手の
確保・育成のため、優れた技能レベルや厳しい労働環境に
相応しい賃上げに取り組む必要がある。

公共工事設計労務単価の推移

○１.２万社を対象に元下間の取引を調査予定。
加えて、約160社を対象に受発注者間及び元下間の
取引を実地調査予定（令和５年度）。

調査に基づき、賃金上昇が阻害されないよう指導。

最近の賃上げ施策

国土交通大臣と
建設業団体の
意見交換会

（令和５年３月２９日）

労働者への賃金支払いの確保

○公共工事設計労務単価を基に技能レベル別の年収を試
算・発表。能力に応じた処遇、キャリアパスの見える化
を目指す。

○国土交通大臣と建設業４団体のトップで、技能労
働者の賃金が概ね５％上昇することを目指すこと
を申合せ。

○ダンピング受注対策として、
・低入札価格調査基準（国）の計算式について、令和４年度
から一般管理費等率を引上げ。（官積算の55％→68％）

・同内容の取組を自治体に要請。全都道府県が国並み以上。

発注者・元請間での賃金原資の確保（公共中心）

○取引実態に即した公共契約・変更。
・最新の単価を予定価格に反映。
・材料費変動に伴う請負代金額の変更（スライド条項）。



建設業の担い手確保に向けた新たな賃上げ施策
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〇新たに、適正な労務費が確保された下請契約を徹底するとともに、
資材価格の適切な価格転嫁対策を講ずるなど、
賃金支払の原資確保に資する施策の強化に向けて、法令改正を含め措置の具体化を進める。

新たな賃上げ施策（検討中）

①持続可能な建設業に必要な「標準的な労務費」を中央
建設業審議会が勧告。

②適正な賃金支払の保証や支払った賃金の開示を注文
者に約束させる取組を拡大（標準請負契約約款に関
係条項を追加）。

「標準的な労務費」を著しく下回る積算での請負
契約に対し、行政から指導・勧告等を行い、賃金
を支払う下請業者まで適正な労務費を確保。

イメージ
（技能労働者が２次下請でのみ雇用されている場合）

中央建設業審議会が勧告

（例）鉄筋工の場合

65,000円/t

③資材価格が変動した際に、賃金原資がしわ寄せされ
ないよう、請負代金額の変更協議に関するルールを
明確化。


